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令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

令和４年中の県内における交通事故の発生状況は、発生件数 2,728 件（前年比－１２０

件）、死者数６１人（前年比＋１４人）、負傷者数３，１２３人（前年比－８０人）で、発生件数、負

傷者数とも前年より減少したものの、死者数は、平成３０年以来の増加となった。 

しかし、県内における死亡事故をみると、 

・ 死者数に占める高齢者の割合は６７.２％（４１人）であり、平成１６年以降１９年連

続で全死者の半数以上を占めている。 

・ 高齢者加害事故による死者数も２３名で、全体の３７.７%を占めた。 

・ 死者数のうち歩行者の割合は１５人、２４.６％で前年より減少したものの、自転車

乗車中の割合は１１人、１８．０％で前年（１２．８％）より増加した。 

・ チャイルドシート使用率が７１．５％、後部座席のシートベルト着用率が６１．５％で

いずれも徹底されているとは言い難く、運転中に亡くなった人のうち５１.７％がシー

トベルト未着用であった。 

等があげられる 

 一方、燕市内の発生状況は、発生件数１０３件（前年比－１６件）、死者数２人（前年±０人）、

負傷者数１２０人（前年比－８人）で、発生件数、負傷者数は前年より減少したが、死者数は前

年と同数であった。 

特徴としては、高齢者が関与する事故は６１件（５９.２%）で、その内、高齢者が加害者となっ

た事故は５１件であった。 

また、市内では、交差点事故が７７件で全体の７４．８％を占め、県内の割合より３１．８ポイン

トも高かった。 

これらの特徴と新たな「県交通安全対策基本方針」を踏まえ、当協会の令和５年の活動重

点を、昨年に引き続き、 

○ 高齢者の交通事故防止 

○ 歩行者及び自転車の安全確保 

○ 飲酒運転の根絶 

○ シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

○ 交差点事故防止（高齢者を交通事故から守るＳＳＳ運動） ※燕市独自 

の５点とし、この重点に指向した効果的な諸施策を推進して、地域住民の最も身近に存在する

危険である交通事故を防止し、安全で安心な地域社会の実現に寄与するため、警察署、市役

所、自動車学校等の関係機関・団体と連携を図りながら交通安全活動を推進する。 

 

 

 



- 2 - 

第１公益事業 

1 交通安全活動事業（公益事業） 

地域住民の交通道徳の向上と交通事故の防止に努めて、交通の安全と円滑の確保に寄

与するため、以下の事業を推進する。 

 

（１）交通道徳の普及啓発と交通安全を図るための広報啓発 

交通安全意識の高揚と安全な通行方法の実践により交通事故の防止を図るため、地

域住民等を対象に交通安全の広報啓発を実施する。 

推 進 項 目 推    進   事   項 

交通安全運動の効果

的な推進 

・ 横断歩行者を守る交通事故防止運動（３月１日～１０日） 

・ 新入学（園）児を守る交通安全週間（４月６日～１２日） 

・ 自転車安全月間   （５月１日～３１日） 

・ 春の全国交通安全運動（５月１１日～２０日） 

  交通事故ゼロを目指す日（５月２０日） 

・ 県民交通安全フェア  （７月１１日） 

・ 夏の交通事故防止運動（７月２２日～３１日） 

・ 秋の全国交通安全運動（９月２１日～３０日） 

交通事故ゼロを目指す日（９月３０日） 

・ 安全運転・チャレンジ１００（９月２３日～１２月３１日）   

・ いきいきクラブ・チャレンジ１００（９月２３日～１２月３１日） 

・ 高齢者交通事故防止運動（１０月１日～３１日） 

・ 冬の交通事故防止運動（１２月１１日～２０日） 

・ 交通安全家庭の日  （毎月１０日） 

高齢者に対する効果

的な広報啓発 

･  老人会等での反射材・高齢運転者マーク着用の呼びか

け 

･  高齢者世帯への家庭訪問による啓発 

･  大型店舗・スーパーでの買い物客に対する広報啓発 

・  街頭・店頭等での反射材の貼付・配布による啓発 

交通安全広報の推進 ･ 「交通安全だより」の回覧及び全戸配布 

･ 「燕市の交通事故発生状況」の発行 

･  安全運動期間中における各種チラシの発行 

･  重大交通事故発生時の広報啓発活動 

･  地元新聞への安全運動周知広報の掲載 

･  インターネットホームページの「お知らせ」ページ 

 を活用した広報啓発活動 

のぼり旗等の掲出に

よる広報の推進 

･  安全運動に併せた「のぼり旗」の大量掲出 

･  交通要所における「のぼり旗」の通年掲出 

・  交通安全看板の保守管理と掲出 
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事業所等を通じた広

報啓発の推進 

･ 安全運転管理者選任事業所への F ネットによる広報 

・ 酒類提供飲食店訪問による飲酒運転防止広報 

・ 保育所等を通じてのチャイルドシート着用広報 

・ 交通安全モデル事業所を指定しての広報啓発 

広報車による広報活

動の推進 

・ 協会の交通安全広報車による広報 

・ 燕市所有の交通安全広報車を借用しての広報 

・ 各期の運動に合わせた広報テープの活用 

各種広報イベントの開

催と参加による広報

活動の推進 

・ 各種祭礼及びイベント参加による広報 

・ 交通安全フェア等の開催による広報 

・ 交通安全ぬりえ展開催による広報 

・ 交通安全ポスターコンクールを通じての広報 

 

（２）交通安全を図るための教育訓練 

安全運転及び安全な通行方法に必要な知識・技能を習得することにより交通事故の

防止を図るため、運転者、歩行者及び自転車利用者に対し、対象に応じた交通安全教育

訓練を実施する。 

推 進 項 目 推    進    事    項 

高齢者に対する交通

安全教育 

・ 座談会型高齢者交通安全教室・高齢者ドライビングスクー

ル及びシルバーナイトスクール等の開催 

･ 高齢者向け交通安全ビデオＤＶＤの無料貸し出し 

・ いきいきクラブチャレンジ１００への参加支援        

・ 燕市が実施する運転免許証の自主返納者に対する助成事

業の支援 

子どもに対する交通安

安全教育 

・ 交通安全教室・自転車安全教室の開催 

・ 新入学児童へのランドセルカバー、冊子等の贈呈 

・ 通学路での立哨による交通安全指導・教育 

･ 子供向け交通安全ビデオＤＶＤの充実と無料貸し出し 

・ 「自転車安全教育指導員研修会」「幼児交通安全教育指

導者研修会」の受講や「子供に対する交通安全指導の手

引き」を活用しての指導者の育成   

運転者に対する交通

安全教育 

・ 運転者講習会の開催 

･ 安全運転管理者選任事業所の安全運転実践運動を通じ

た交通安全教育 

･ 安全運転管理者法定講習の開催支援 

･ 事業所向け交通安全ビデオＤＶＤの充実と無料貸し出し 

 

（３）街頭における交通安全指導 

運転者、歩行者及び自転車利用者に対して安全な通行方法の指導や安全運転の励
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行を呼び掛けて交通事故を防止するため、交通安全街頭指導を実施する。 

推 進 項 目 推   進   事   項 

立哨指導 ・ 通勤､通学時間帯における主要交差点等での立哨指導 

交通指導所の開設 ・ 主要道路での交通指導所の開設 

交通安全施設等の

点検・清掃 

 

・ カーブミラーの清掃・点検 

・ 道路標識等交通安全施設の点検 

・ 点検に基づく行政機関への通報及び改善要望 

 

（４）交通安全功労者（団体）、優良運転者等の表彰 

交通安全功労者等を顕彰することにより、受賞者等の交通安全に対する意識及び意

欲を高め、地域における交通安全活動を活性化させる目的で以下の通り積極的に実施

する。 

推 進 事 項 推   進   項   目 

表彰の実施 ・ 優良運転者表彰 

   対象～１０年無事故・無違反運転者 

・ 交通功労者表彰 

対象～交通安全に関し積極的に活動し、顕著な功労があ

った者 

交通安全功労者等の 

表彰上申 

 

・ 新潟県警察本部長・新潟県交通安全協会会長の連名表

彰 

・ 関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会会長の 

連名表彰 

・ 警察庁長官・全日本交通安全協会会長の連名表彰 

 

（５）交通安全資料・用品等の普及促進 

交通事故の被害防止のため、夜光反射材・高齢運転者マーク・チャイルドシート等の交

通安全用品の普及を促進する。 

推 進 事 項 推   進   項   目 

夜光反射材の貼付及び

配布活動 

・ 高齢者に対する交通安全指導の機会をとらえ、反射材を貼

付・配布する。 

交通安全用品の斡旋活

動 

 

 

・ 交通安全だより等を活用して、反射材の効果・活用の呼び

かけを行うとともに、希望者に斡旋する。 

・ 高齢運転者マークの普及・促進を図るため、希望者に斡旋

する。 
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チャイルドシートの無料貸

出し事業 

 

 

・ チャイルドシートの利用促進と交通安全協会活動に対する

協働の輪を広げるため、チャイルドシート無料貸出し事業に

取組み、ホームページ等を活用して効果的な広報を推進す

る。 

  

（６）関係機関・団体の行う交通安全事業に対する協力 

      交通の円滑と安全に貢献するため、関係機関・団体が行う県民交通安全フェア、地域に

おける各種祭礼、イベント行事、花火大会等における交通安全事業に協力し、県民の交通

道徳の向上を図る。   

推 進 事 項 推   進   項   目 

県 主 催 行 事 ・県民交通安全フェア（7 月 1１日・新潟テレサ） 

地  域  行  事 ・つばめ桜まつり分水おいらん道中（４月 1６日） 

・戸隠神社春秋季祭礼（５月２０.２１日、９月１６.1７日）未定 

・吉田天満宮祭礼（５月 24.25 日）未定 

・燕市高齢者交通安全フェア（６月１０日） 

・飛燕夏まつり・分水まつり（７月１５.１６日）  

・粟生津まつり（７月）未定 

・吉田まつり（７月２１.２２日） 

・燕大花火大会（７月２３日） 

・２００メートルいちび（８月末）未定・例年は 8 月最終土曜日 

・その他（燕市主催行事等） 

 

（７）諸手続の案内広報と苦情・要望等に対する的確な対応 

     運転者、歩行者が交通法令を正しく理解することが、交通事故の防止や交通の安全と

円滑に寄与することから、運転免許手続等の周知広報に努めるとともに、苦情・要望、相

談に対して親切、的確に対応する。  

推 進 事 項 推   進   項   目 

諸手続の案内広報と窓

口等の対応 

 

・ インターネットホームページ等を活用して、交通安全協会の

業務、諸手続、日程等の広報を行う。 

・ 窓口利用者に「お知らせ」メモを交付するなど分かりやすい

説明と親切な対応に努める。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、除菌、消毒、

遮へい、換気を徹底し、窓口利用者、講習受講者が安心でき

るよう諸対策を継続する。 

苦情・要望・相談に対す

る的確な対応 

 

   交通関係法令や交通安全施設、運転免許業務等に関する

苦情・要望、相談に対しては、誠意を持って対応し、警察、行

政機関など、関係機関と連携して丁寧、的確に対応する。 
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２ 交通の安全と円滑の確保に寄与する受託事業及び関連事業 

交通の安全と円滑の確保に寄与するため、新潟県から委託を受けて行う運転免許及び

自動車保管場所確保に関する事業を適切に実施するとともに、これらの事業に関連して免

許証更新等の利便を図るため、以下の事業を実施する 

（１） 受託事業 

事 業 項 目 事   業   内   容 

運転免許関係事業 

 

運転免許行政の円滑な運用に寄与するとともに、免許証更

新者等の円滑な申請を支援するため、次の業務を実施する。 

①  運転免許事務補助（窓口）事業 

免許証更新、免許証再交付及び免許証記載事項変更の

申請・届出者に対する申請書類等の記載方法の指導、申請

書類の審査・受理、変更事項の免許証への記載、免許証の

郵送等を行う。 

② 運転適性検査 

自動車等の運転の適性検査として、視力及び深視力の検査

を行う。 

更新時講習事業 

 

免許証更新の機会に交通安全に関する講習を実施して運

転者としての資質の向上を図る目的で、優良運転者及び一般

運転者に対し、パワーポイント、ビデオ等の視聴覚教材及び交

通の教則等の教本を用いて、交通事故の現状、運転者の義務

及び責任、危険予測等交通事故防止の知識等を内容とする

講習を行う。 

原付講習 

 

原付の関与する交通事故の防止を図るため、原付免許取

得希望者に対し、原付の安全運転に必要な知識を習得させる

とともに、実車を用いて原付の操作及び安全走行に必要な技

能を習得させるための講習を行う。 

社会参加活動の実施 公安委員会から委託された運転免許停止処分者に対する

社会参加活動を確実に実施する。 
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自動車保管場所証明事

務 

 

自動車の新規登録等を行う者に、登録に係る自動車の車庫

を確実に確保させることにより、交通の安全と円滑の確保を図

るため、 

・ 自動車保管場所証明申請者に対する申請書類の記載方

法等の指導 

・ 自動車保管場所証明申請書類の審査・受理 

・ 警察署備付けの保管場所管理システムへのデータ入力 

・ 自動車保管場所証明書及び保管場所標章の作成及び申

請者への交付等の事務を処理する 

 

（２） 関連事業 

事 業 項 目 事   業   内   容 

新潟県収入証紙売りさば

き事業（令和６年８月販

売終了） 

 

運転免許証更新申請者及び自動車保管場所証明申請者

の利便を図るとともに、運転免許及び自動車保管場所証明事

務の円滑な運用に寄与する目的で、免許証更新申請者等に

対し、新潟県収入証紙の売りさばきを行う。 

また、安全運転管理者講習等の利便を図るために収入証紙

の売りさばきを行う。 

 

第２ 収益事業 

事 業 項 目 事   業   内   容 

証明用写真撮影事業等 免許証更新申請者及び免許証再交付申請者の利便を図る

ため、運転免許証用証明写真の撮影を行う。 

 

第３ 会議の開催 

当協会の適正な運営及び効果的な交通安全活動の展開を図るための協議・検討を行う

ため、必要な会議を開催する。 

 会 議 内 容 開   催   時   期 

理   事   会 ５月、３月、  その他必要な都度 

評 議 員 会 ６月、 その他必要な都度 

三 役 会 議 必要な都度 

運 営 委 員 会 必要の都度 

理事・支部長会議 必要な都度 

表 彰 委 員 会 必要の都度 

専  門  部  会 必要の都度 
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第４ 組織、財政基盤の強化     

推 進 事 項 推   進   項   目 

支部の組織・活動の活性

化 

 

地域に密着した組織である支部の活性化を図り、支部役員

の後継者の育成を図るとともに、地域住民の理解と協力を得

るため、地域住民の要望を踏まえ、目に見える、共感を得られ

る活動の推進に努める。 

会員の拡大 

 

当協会の人的・財政的基盤である会員を確保するため、住

民の理解と協力が得られる活動を展開するとともに、明るく親

切な窓口応対、迅速的確な事務処理等適正な窓口業務の推

進に努める。 

 



公益財団法人燕市交通安全協会

科　　目 5年度 4年度 増  減
Ⅰ一般正味財産増減の部
 1 経常費用増減の部
　(1)経常収益
   ①受取会費
      運転者会費 10,000,000 11,000,000 △ 1,000,000
      賛助会費 7,000,000 7,000,000 0
      安管会費 2,000,000 2,000,000 0
   ②事業収益
      免許事務補助事業収益 1,300,000 1,400,000 △ 100,000
      更新時講習事業収益 2,600,000 3,000,000 △ 400,000
      保管場所事務補助事業収益 600,000 700,000 △ 100,000
       原付講習事業収益 70,000 60,000 10,000
      社会参加講習事業収益 28,000 28,000 0
      写真事業収益 5,126,000 6,180,000 △ 1,054,000
      郵送事業収益 80,000 94,000 △ 14,000
      収入証紙売りさばき収益 25,500,000 29,000,000 △ 3,500,000
　　　 収入証紙売りさばき手数料収益 765,000 870,000 △ 105,000
      安全用品等普及収益 60,000 60,000 0
   ③受取補助金等
      受取地方公共団体補助金
       燕市交通安全指導業務補助 10,640,000 10,640,000 0
      受取民間補助金
       県交通安全協会 60,000 60,000 0
　　　 県安全運転管理者協会 140,000 140,000 0
　　　 燕市民祭補助金 400,000 100,000 300,000
   ④受取寄付金
　　　民間寄付金 100,000 100,000 0
   ⑤雑収益
      受取利息 4,000 4,000 0
      雑収益 500,000 500,000 0
            経常収益計 66,973,000 72,936,000 △ 5,963,000
 (2)経常費用
   ①事業費
      役員報酬 2,304,000 2,304,000 0
      給与手当 11,310,000 11,310,000 0
　　　退職給付費用 174,000 183,000 △ 9,000
      福利厚生費 2,697,000 2,697,000 0
      会議費 200,000 200,000 0
      旅費交通費 200,000 200,000 0
      広報啓発費 2,000,000 2,000,000 0
　　  交通安全指導活動費 7,000,000 7,000,000 0
  　  表彰費 80,000 80,000 0
      講習資料費 1,100,000 1,200,000 △ 100,000
　　  収入証紙買受費 25,500,000 29,000,000 △ 3,500,000
      通信運搬費 570,000 570,000 0
      減価償却費 800,000 800,000 0
      消耗什器備品費 100,000 100,000 0
      消耗品費 3,800,000 4,260,000 △ 460,000
      修繕費 50,000 50,000 0
      印刷製本費 500,000 800,000 △ 300,000
      燃料費 100,000 100,000 0
      光熱水料費 500,000 500,000 0
　　  車両リース料 370,000 370,000 0
      賃借料 50,000 50,000 0
      保険料 136,000 136,000 0
      諸謝金 75,000 75,000 0
　　  租税公課 630,000 630,000 0
      会員管理負担金 315,000 315,000 0
      支払手数料 600,000 600,000 0
      委託費 40,000 40,000 0
      雑費 60,000 60,000 0
　　事業費計 61,261,000 65,630,000 △ 4,369,000

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで



科　　目 5年度 4年度 増  減
   ②管理費
      役員報酬 576,000 576,000 0
      給料手当 1,690,000 1,690,000 0
      退職給付費用 26,000 27,000 △ 1,000
      福利厚生費 410,000 403,000 7,000
      会議費 200,000 200,000 0
      旅費交通費 50,000 50,000 0
      通信運搬費 70,000 70,000 0
      減価償却費 80,000 80,000 0
      消耗什器備品費 100,000 200,000 △ 100,000
      消耗品費 750,000 750,000 0
      修繕費 500,000 2,000,000 △ 1,500,000
      燃料費 10,000 10,000 0
      光熱水料費 55,000 55,000 0
      保険料 35,000 35,000 0
      諸謝金 600,000 600,000 0
　　　租税公課 75,000 75,000 0
      会員管理負担金 135,000 135,000 0
      委託費 100,000 100,000 0
　　　社会交際費 150,000 150,000 0
      雑費 100,000 100,000 0

　　　管理費計 5,712,000 7,306,000 △ 1,594,000
            経常費用計 66,973,000 72,936,000 △ 5,963,000
             当期経常増減額 0 0 0
 ２経常外増減の部
  (1)経常外収益
      経常外収益計 0 0 0
　(2)経常外費用
　　  経常費用計 0 0 0
       当期経常外増減額 0 0 0
　　　他会計振替額 0 0 0
　　　当期一般財産増減額 0 0 0
　　　 一般財産期首残高 78,108,261 78,108,261 0
       一般財産期末残高 78,108,261 78,108,261 0
Ⅱ 指定正味財産の部
　　　当期指定財産増減額 0 0 0
       指定正味財産期首財産 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 78,108,261 78,108,261 0
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